
平
成
二
十
三
年
十
二
月
九
日
受
領

答

弁

第

七

九

号

内
閣
衆
質
一
七
九
第
七
九
号

平
成
二
十
三
年
十
二
月
九
日

内
閣
総
理
大
臣

野

田

佳

彦

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
浅
野
貴
博
君
提
出
野
田
佳
彦
内
閣
に
お
け
る
外
務
省
在
外
職
員
の
配
偶
者
手
当
に
係
る
改
革
に
関
す
る
質
問
に

対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
浅
野
貴
博
君
提
出
野
田
佳
彦
内
閣
に
お
け
る
外
務
省
在
外
職
員
の
配
偶
者
手
当
に
係
る
改
革
に
関
す
る
質

問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
二
十
三
年
度
予
算
に
お
け
る
配
偶
者
手
当
の
予
算
額
は
、
前
年
度
の
減
額
措
置
を
維
持
し
、
更
に
必
要
額
を
精
査
し

た
結
果
、
前
年
度
に
比
べ
、
約
三
千
七
百
万
円
、
約
二
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
減
額
と
な
っ
て
い
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

配
偶
者
手
当
は
、
在
外
職
員
が
在
勤
地
に
配
偶
者
を
伴
う
こ
と
に
よ
り
増
加
す
る
当
該
職
員
が
在
外
公
館
に
お
い
て
勤
務

す
る
の
に
必
要
な
経
費
に
充
当
す
る
た
め
に
支
給
さ
れ
る
手
当
で
あ
る
。

ま
た
、
配
偶
者
手
当
に
つ
い
て
は
、
職
員
に
対
す
る
研
修
や
在
外
公
館
長
へ
の
指
示
に
よ
り
そ
の
趣
旨
の
徹
底
を
図
っ
て

き
て
お
り
、
適
切
に
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

今
後
と
も
、
厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、
必
要
と
さ
れ
る
経
費
に
つ
い
て
十
分
に
精
査
を
行
い
、
適
正
な
額
を
定
め
て

い
く
考
え
で
あ
る
。


